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研究成果の概要（和文）：しばしば観察される中古品の貿易は、輸入国等の経済厚生に貢献するが、一部で廃棄物問題
を引き起こし、その貿易のあり方の議論が求められる。本研究は、中古品に焦点を当て、輸入後に引き起こされる廃棄
物問題に対して輸出国の責任および費用負担を検討した。研究の結果、社会的に最適とされる中古品輸出に対する料金
政策は輸出国にとっては望ましくないこと、排出者責任や拡大生産者責任といった現行の廃棄物制度論の枠組みでは輸
出後の問題に輸出国が関与する根拠がないことが示された。

研究成果の概要（英文）：We often observe the international trade of used products, which can give not only
 positive economic welfare but also negative external cost to the importing countries. This research consi
dered the exporter's responsibility and cost burden of waste disposal in the international trade of used p
roducts. First, it showed that the fee policy for the export of used products is not desirable in the expo
rting country. Second, it showed that it is difficult to apply the ideas of the waste generator's responsi
bility and the extended producer responsibility to the waste problems in the importing countries of used p
roducts.
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１．研究開始当初の背景 
 
日本では、1990 年代から 2000 年代初頭に

かけて、大量に溢れた廃棄物をどのように回
収、処分するかという議論が活発化した。そ
の背景には度重なる廃棄物不法投棄事件が
あり、メディア等を通じてそれらが社会問題
になっていたことにある。経済学においても、
外部費用問題、不公正取引問題として議論が
進められ、国内外で多くの研究成果が出され
た。これらの結果、日本では廃棄物処理法の
改正、強化とともに、各種物品のリサイクル
法が次々と成立した。それによって国内の問
題に関してはある程度の方向性が示された。 
一方、2000 年代以降、このような制度の充

実とともに、中国ほか新興国・途上国へ使用
済み製品等が流出する事例が急増した。その
議論は国際資源循環論と呼ばれ、メディア等
を通じて社会問題となるとともに、その実態
分析に関する多くの研究成果が出された。そ
こで議論されていたのは多くが廃棄物を含
む使用済み製品の輸出であり、それに関する
政策的な議論も広く行われた。 
これに対して残された議論として中古品

の輸出がある。これは廃棄物制度の対象とな
る前に流出するものであり、使用済み製品と
は異なり、輸入後に分別されず財として使用
される。しかし、使用後に廃棄物として環境
汚染を引き起こしうる点では、使用済み製品
と同じである。このような中で課題にあるの
は、輸出国が対応すべき事項なのか、対応す
るとすればどのように対応すべきかという
議論である。廃棄物処理・リサイクル制度の
整備されていない国・地域への中古品の流通
の問題はかねてから指摘されるが、輸出国で
ある日本の対応に関する議論の進展はない。 
 
２．研究の目的 
 
中古品は、貿易の時点では財であり、廃棄

物ではない。だが、廃棄物処理・リサイクル
制度の構築が十分ではない国に流出して本
当に良いのか、流出するのであればどのよう
な状態でどのようなルールの下で流出すべ
きなのかを検討する必要がある。本研究では、
中古品の越境移動後の廃棄の実態をモデル
化し、想定される貿易制度の効果を比較分析
し、経済学的な観点から、どのような対応が
望ましいかを明らかにする。そして、製品に
対する生産者・利用者の責任と費用負担を捉
え直し、中古品貿易におけるこれらの責任と
費用負担の方向性を考える。 
 
３．研究の方法 
 
まず、実態調査において、自動車を事例と

し、中古品輸入後の使用済み製品のフロー、
静脈過程における国家間の分業体制を整理
するとともに、使用済み製品の回収インセン
ティブと産業形成の違いを解明する。次に、

理論分析において、中古品貿易に関する現実
的に想定される制度を整理したうえで、数理
モデルを構築し、どのような制度が最適な状
態を実現するのかを分析する。さらに、政策
分析において、中古品貿易における輸出国の
生産者・利用者の責任および費用負担の方向
性を議論する。 
 
４．研究成果 
 
(1)実態調査 
自動車を事例に中古車としての輸入後の

フローおよび関連産業の形成についてロシ
ア極東地域を中心に調査を行った。それまで
の研究からロシア極東では使用済自動車を
回収する産業が形成されていないことが知
られていた。その理由として、自動車が使用
過程にあり使用済みとなる車両が発生しな
いこと、内陸部へ中古車として広域に移動し
沿岸部では発生しないことが言われていた。
これに対して本研究の調査の結果、中古車の
移動は都市間の所得差が関係しており、必ず
しも輸入国内で広域移動しているとは限ら
ないこと、経済圏内で使用済みとなる車両が
発生しており、資源販売目的で回収産業が成
立していることが明らかになった。これまで
解明されなかった理由として、輸入国の静脈
産業が、部品販売を目的の一つとする日本型
の自動車解体業とは異なり、資源販売に重点
を置いた産業であり表面化しにくかったこ
とがあげられる。そして、その産業形成の違
いは部品輸入という循環資源の貿易が関わ
っており、輸出国と輸入国では静脈産業の形
成に違いが生じうることが指摘された。 
 
(2)理論分析 
輸入後に使用過程を経て将来的に廃棄物

となる中古品に関して、これを外部費用を発
生させるものとし、その貿易をコントロール
することの経済的意義を検討した。つまり外
部費用の内部化政策により経済的効率性を
実現するというものである。実際の日本の自
動車リサイクル法においては事前に支払わ
れたリサイクル料金は中古車輸出時に返還
される。この料金を返還しないという政策に
より理論が想定する状況に近いものとなる。 
このような状況で、輸出国の余剰分析を行

った結果、中古品の輸出制限が輸出国の余剰
を小さくすることが示された。つまり、輸入
国を含めた社会全体の経済的効率性を考え
れば、外部費用を内部化する中古品の輸出制
限は妥当と言えるが、輸出国のみの余剰を考
えれば妥当ではなく、輸出国にそのような政
策を実施するインセンティブがないことが
わかる。輸出制限を実施させ外部費用を内部
化させるには、輸出国が輸入国の環境汚染の
責任を負うことが前提であることが指摘さ
れる。そのことから、中古品は廃棄物か否か、
拡大生産者責任は国境を越えて適用されな
いのか、という論点が提示された。 



 
(3)政策論 
 上記の結果と並行して、中古品の輸入後の
廃棄物問題について、輸出国の責任または費
用負担を議論した。まず、中古品を廃棄物と
し、有害廃棄物の越境移動規制（バーゼル条
約）と同様に輸出国または輸出者を廃棄物の
排出者し、その処理責任（排出者責任）を問
えるかどうかという議論を行った。これにつ
いては、中古品は国内でも廃棄物とはされず、
適用されにくいことが示された上で、しばし
ば問題となる中古品と使用済み製品の違い
を検討した。そこでは中古品は使用済み製品
と異なり残余物を発生させないこと、よって
残余物が不適正に処理されることで発生す
る外部費用問題や不公正取引問題も起こら
ないことが示されている。つまり、排出者責
任は残余物が発生する使用済み製品には有
効だが、中古品はそもそも問題を発生させず、
むしろ制度の適用が取引を阻害するという
点が指摘される。 
 次に、拡大生産者責任について国境を越え
た適用の可能性を検討した。この考え方は汚
染者負担原則（占有者・排出者責任）のよう
に国際的に標準となった考え方ではなく、現
行は先進国を中心とした一部の国が一部の
物品のみに生産者の回収等の義務を課して
いるに過ぎない。この点を示したうえで、生
産者に廃棄物の処理責任を課す根拠をサー
ベイした結果、その根拠は自国内の処理の効
率性であることがわかった。そして、輸出後
の廃棄物に対して回収等の費用負担は輸出
国の余剰を減少させ、非効率性をもたらすこ
とが示され、その根拠に基づけば輸出国が拡
大生産者責任制度を国境を越えて適用する
ことはないということが示された。 
 
(4)課題と展望 
これらから、現行の廃棄物制度の考え方で

は、中古品輸出に対する輸出国の責任や費用
負担の根拠がないことがわかる。従来までの
議論では、輸出国の責任があるとする根拠の
みならず、ないとする根拠も明確ではなかっ
たが、本研究においてその議論を進展させる
ことができた。 
一方、本研究では、現行の廃棄物制度論の

枠組みでは輸出国の責任や費用負担の根拠
がないとしながらも、輸入国で環境汚染が生
じる限り、社会的に何らかの費用負担が必要
であるとする。その際に国際協力論等の廃棄
物制度論の枠を越えた議論が必要であるこ
と、輸出国の生産者や静脈産業の利潤動機が
この問題を解決されうること等が言及され
ている。 
これに関連する事項として、実態調査にお

いて、自動車静脈産業の海外展開の動きが観
察されている。これにより、循環資源の販売
拠点としての海外展開が主流であることが
わかるが、一部で環境問題の観点から、社会
的責任として循環資源を回収する企業の存

在もあった。また、循環資源の輸入国で産業
の形成が阻害されうるという先述の実態に
ついても、そのような理由で輸入国で環境汚
染が起きやすいのであれば、何らかの形で国
境を越えた育成政策が必要ではないかとい
う指摘ができる。これらを含めた実態の動き
を並行して追うことが今後の課題として示
された。 
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